
サービス利用料金表（法人会員・学術会員）

開始月 終了月 法人会員 学術会員

3月 4/1 ～ 翌年 3/31 396,000 13,200

4月 5/1 ～ 翌年 3/31 363,000 12,100

5月 6/1 ～ 翌年 3/31 330,000 11,000

6月 7/1 ～ 翌年 3/31 297,000 9,900

7月 8/1 ～ 翌年 3/31 264,000 8,800

8月 9/1 ～ 翌年 3/31 231,000 7,700

9月 10/1 ～ 翌年 3/31 198,000 6,600

10月 11/1 ～ 翌年 3/31 165,000 5,500

11月 12/1 ～ 翌年 3/31 132,000 4,400

12月 1/1 ～ 3/31 99,000 3,300

1月 2/1 ～ 3/31 66,000 2,200

2月 3/1 ～ 3/31 33,000 1,100

入会月
利用料請求期間 請求金額(消費税込み)

注１）情報サービスは弊所が入金確認した時点からご利用いただけます。

注２）期中に入会された会員は年間サービス利用料の月割料金をお支払いただきます。

入会月は無料となり、入会翌月から３月分までの利用料をご請求いたします。

注３）上記金額は消費税込みとなります。

注４）すべての登録者が海外居住者の場合はこちらのサービス利用料金表をご覧ください。

https://eneken.ieej.or.jp/registration/jouhou_service_r2.pdf
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